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移転価格税制に基づく開示フォームの公表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

タイで 2019 年 1 月 1 日以降の会計年度から導入された移転価格税制に基づき、総収入
が 200百万バーツを上回る法人またはパートナーシップである納税者は、タイ歳入局へ
会計期間終了後から 150 日以内に移転価格税制に基づく開示フォームの提出が義務付け
られました。 

歳入局長官告示において、タイ歳入局は開示フォームを公表しました。当該フォームは、タイ歳

入局の以下のウェブサイトから入手可能です。 

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dgparepo
rt1.pdf 

開示フォームの主な内容は、以下の通りです。 

- 納税者のタイ内外に所在する関連会社またはパートナーシップ及びそれらとの関連取

引の有無を示したリスト 



- 納税者とタイ内外に所在する関連者と取引金額 （なお、次の取引については、それぞ

れの関連者との取引金額） 
直接取引からの利益 原材料・製商品の購入 期末の借入金残高 

その他の利益 土地、建物及び設備の購

入 
期末の貸付金残高 

 その他の費用 

1. ロイヤルティ 
2. サービス/ 技術支援費

/コミッション 
3. 利子 
4. その他 

 

 

- 納税者は次の質問に回答しなければなりません 

1. 連結財務諸表を作成の有無、及び作成した場合は連結売上高の金額 

2. 当期に関連者を含んだ事業再編の有無、及び事業再編を行った場合は、以下の

質問への回答   

a. 納税者の売上高の増減 

b. 納税者の営業費用の増減 

c. 納税者の売上高総利益の増減 

3. 関連者への無形資産の譲渡の有無  

この移転価格税制に基づく開示フォームの公表により、納税者は決算後に当該開示フォーム

への記載とされるタイ内外の法人を決定する必要があります。決定後に、関連者である法人と

の取引金額に関する情報を収集することになります。 

開示フォームの未提出、あるいは、不完全または不正確な情報が記載された開示フォームの

提出は、最大 20 万バーツの罰金が科される可能性があります。 

移転価格税制の適用に関する詳細な記述がある細則の公表が待たれます。皆様には最新情

報を継続的にお届けして参ります。 
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